
 
 
 

承継型期限付き墓地使用規程 
 

【23 区芝生樹木葬墓地】 
【26 区彩墓】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公益財団法人アタラクシア  



第１条（目的） 
承継型期限付き墓地使用規程（以下、本規程）は、みやぎ霊園（以下、当園という）におけ

る墓地の利用・管理・運営に関する基準を定め、健全な墓地管理体制を図ることを目的とす
る。 

 
第２条（総称） 

本規程で定義される墓地の総称は、承継型期限付き墓地（以下、本墓地）とする。 
 
第３条（仕様） 

本墓地の仕様は、別表１の通りとする。 
 
第４条（使用許可） 

本墓地を使用するには、所定の申込書と別表２の書類をみやぎ霊園管理事務所（以下、管理
事務所）に提出の上、別表３に記載する墓地使用料を納付し、公益財団法人アタラクシア（以
下、本法人）代表理事の許可を受けなければならない。 

２ 本法人は、前項の許可がなされた後に、墓地使用許可証（以下、許可証）を申込者に交付す
る。 

 
第５条（使用者） 

前条第２項の許可証を交付された者を墓地使用者（以下、使用者）という。 
 
第６条（使用権） 

第４条の許可に基づく権利を墓地使用権（以下、使用権）といい、この使用権は、権利を有
する墳墓(以下、当該墳墓)を使用し、納骨・改葬・分骨などの祭祀および埋葬予定者の指定・
使用権の放棄・許可証の再交付・使用期間延長などの実務を行使できる権利をいう。 

２ 使用権は、第８条の期間において有効とし、使用期間満了後、使用権は消滅し交付済みの許
可証は無効となる。 

３ 使用権は、譲渡および転貸はできない。 
 
第７条（使用目的） 

本墓地の使用目的は、使用者本人または使用者が認めた者の遺骨を埋葬するための墳墓とす
る。 

 
第８条（使用開始日および使用期間） 

当該墳墓の使用開始日は、第４条第１項の許可がなされた日とする。 
２ 当該墳墓の使用期間は別表３の通りとし、使用期間経過後、最初に到来する３月末日を期間

満了日とし、使用権は抹消される。ただし次条の使用期間延長の申込を行うことで、期間満了
日は延長される。 

 



第９条（使用期間の延長） 
使用者は、３０年に限り、当該墳墓の使用期間を延長することができる。 

２ 使用者は、前項の延長を申し込む場合、本墓地の申込日から使用期間満了日までの間に、所
定の書式と必要書類を管理事務所に提出の上、別表４の料金を納付する。 

３ 第１項により使用期間を延長し、その延長期間満了後、さらなる延長の申込みがあった場合
は、本法人理事会の決議を経て対処する。 

 
第１０条（埋葬予定者） 
  使用者は、別表１の納骨数まで埋葬予定者の指定・追加・変更ができる。 
 
第１１条（墓石または納骨設備） 

 本法人は、許可証交付後、速やかに墓石または納骨設備（以下、墓石等）を設置する。 
２ 前項の墓石等の所有権は本法人にあり、本法人が定めたもの以外設置できない。 
３ 経年劣化および自然災害による破損等の修復代は、使用者負担とする。 
４ 第１９条の放棄または第２０条の使用期間満了もしくは第２２条の使用許可の取消しの場

合、本法人の負担で墓石等の解体撤去を行う。 
 
第１２条（墓地の利用） 

 当該墳墓の使用面積は、別表 1 の通りとし、当該墳墓および墓石等の維持管理は、使用者が
行う。 

２ 使用者は、当該墳墓および墓石等について、安全に参拝ができるよう、清掃および除草を行
い、美観を維持した上で衛生的に利用する。 

３ 献花および焼香は、当該墳墓内の花立および焼香台で行わなければならない。また、当該墳
墓を含めいかなる場所においても、植樹・植付・種蒔き等は一切してはならない。 

４ 食品および飲料等の供物は、野生動物を呼び寄せないよう、参拝後は持ち帰る。 
 
第１３条（登録情報の変更による届け出義務） 

使用者は、氏名・住所・電話番号および連絡先等の登録している事項に変更があった場合、
速やかに管理事務所に届け出をしなければならない。 

 
第１４条（名義変更） 

使用者が不在または高齢等の事由により、当該墳墓の維持管理が困難になった場合、所定の
申請書と別表２の書類を管理事務所に提出することで、新たな使用者に名義を変更し、使用権
の承継ができる。 

２ 使用権を承継できる者は、使用者の祭祀財産の承継者であって、直系血族または配偶者もし
くは兄弟姉妹とする。ただし、墓地管理者が止むを得ない事情と認めた場合は、この限りでは
ない。 

 
 



第１５条（納骨） 
使用者は、所定の申請書と別表２の書類を管理事務所に提出の上、別表４の料金を納付する

ことで、当該墳墓に納骨ができる。 
２ 納骨する遺骨は、火葬したものに限る。 
３ 当該墳墓には、埋葬予定者以外の遺骨は納骨できない。 
４ 当該墳墓に副葬物を納める場合は、墓地管理者の許可を要する。 
５ 当該墳墓への納骨作業は、本法人が行い親族等は立ち合いができる。 
６ 使用者と親子関係にある新生児・乳児・幼児等の遺骨を納骨する場合、別表１の納骨数を超

えて納骨することを認める。 
７ 分別不可能な複数の遺骨を他の墳墓から改葬する場合、７寸の骨壺１個に収容できる量を１

体とみなす。 
 
第１６条（改葬） 

使用者は、既に納骨されている遺骨について、所定の申請書と別表２の書類を管理事務所に
提出の上、別表４の料金を納付することで、改葬ができる。 

２ 使用期間満了に伴う合祀墓への改葬については、前項の申請書と書類の提出および料金の納
付は、不要とする。 

３ 当該墳墓の埋葬予定者全員が納骨され、かつ納骨されている遺骨がすべて改葬された場合、
当該墳墓の使用権は消滅し、使用者は第１９条の放棄の手続きを行う。 
 
第１７条（分骨） 

使用者は、所定の申請書と別表２の書類を管理事務所に提出の上、別表４の料金を納付する
ことで、分骨ができる。 

２ 墓地管理者は、分骨を行った旨を証する書面を使用者に交付する。 
 
第１８条（再交付） 

使用者は、許可証を紛失または汚損した場合、また、婚姻等により記載事項に変更があった
場合は、所定の申請書と別表４の料金を納付することで、再交付の申請ができる。 

 
第１９条（放棄） 

使用者は、所定の申請書と別表２の書類を管理事務所に提出の上、別表４の料金を納付する
ことで、当該墳墓の放棄ができる。 

２ 前項において既に納骨されている遺骨がある場合、使用者は改葬の手続きを行う。 
３ 別表５の要件に該当する場合は、既納使用料の一部を使用者へ返還する。 
４ 使用者が当該墳墓を放棄したにも関わらず、第２項を行わなかった場合、第２３条第２項を

準用する。 
 

第２０条（使用期間満了時の手続き） 
 本法人は、使用期間満了日の概ね３ヶ月前に、使用者に対し、簡易書留郵便にて使用期間が



満了する旨通知をする。 
２ 本法人は、使用期間が満了した当該墳墓に納骨されている遺骨を、別に定める合祀墓使用規

程に従い、所定の合祀墓へ改葬する。 
３ 第１項において、通知が未達もしくは無回答等の場合、本法人が使用者の承諾なしに使用権

を終了し、前項の合祀墓へ改葬を行ったとしても、その責任は問われない。 
 
第２１条（祭祀主宰者） 

使用者が死亡等の理由で不在の場合、民法８９７条に規定された祭祀を主宰すべき者（以
下、祭祀主宰者）より、埋葬予定者の納骨の申し出があった際には、墓地管理者承認の上、祭
祀主宰者は納骨ができる。 

 
第２２条（使用許可の取消し） 

本法人は、次の項目に該当する場合、使用許可を取消すことができる。 
①他の使用者の迷惑になるような行為をしたとき 
②本規程に違反したとき 
 

第２３条（使用許可取消しに伴う措置） 
前条の使用許可の取消しに伴い、埋葬されている遺骨等がある場合、義務者は３か月以内に

改葬を行わなければならない。 
２ 義務者が前項を行わなかった場合、当園が代行し、前項の遺骨は、一定期間、所定の場所に

保管し、返還の申し出が見込まれないと墓地管理者が判断した場合、遺骨等は別に定める合祀
墓使用規程に従い、所定の合祀墓へ改葬する。 

 
第２４条（免責事項） 

天災地変・戦争・テロ行為・暴動・法令の改廃等の不可抗力により、申込内容に対して履行
の遅滞または不能が生じた場合は、本法人はその責任を負わない。 

２ 本規程は本法人と使用者間における墓地利用について定めるものであり、本法人の関与しな
い祭祀に関する権利の承継などの民事上の問題においては、使用者自らが解決を図るものとす
る。 

 
第２５条（個人情報） 

本規程に関わる個人情報については、別に定める個人情報管理規程を準用する。 
 
第２６条（協議） 

本規程に定めのない事項については、その都度、墓地管理者と使用者間において協議を行
う。 

 
第２７条（改廃） 

本規程の改廃は、本法人理事会の決議を経て行う。 



２ 本規程に改廃があった場合、本法人のホームページにてその旨の通知をする。 
 
附則 
本規程は、令和 ７年１０月３１日から施行。  



【別表１】仕様 

エリア 名称 タイプ 使用面積 
納骨 
方法 

納骨 
最大数 

２３区 芝生樹木葬墓地 ― 横 720mm×縦 330mm 土中 ８体 

２６区 彩墓 

陶器 

横 450mm×縦 650mm 地上 

５体 

ステンドグラス １０体 

シンプルスタイル２段 ３体 

シンプルスタイル３段 ６体 

 
【別表２】必要書類一覧 

必要書類 申込時 納骨時 改葬時 放棄時 延長時 備考 

墓地使用許可証  ○ ○ ○ ○  

身分証明書 ○   ○ ○ 運転免許証等 

申込者住民票 ○     本籍記載のもの 

埋葬許可証  ○    事後提出不可 

分骨証明書  ○    分骨がある場合のみ 
※その他本法人が必要とする書類 
 
【別表３】使用期間と墓地使用料                令和７年１０月３１日現在 

エリア 名称 タイプ 
使用 
期間 

墓地使用料 
（非課税） 

２３区 芝生樹木葬墓地 
東側 

３０年 

１,２０５,０００円 

西側 １,００５,０００円 

２６区 彩墓 

陶器 フラット １,２４０,０００円 

陶器 スロープ １,１４０,０００円 

ステンドグラス フラット １,２４０,０００円 

ステンドグラス スロープ １,１４０,０００円 

シンプルスタイル２段 フラット ７５０,０００円 

シンプルスタイル２段 スロープ ７００,０００円 

シンプルスタイル３段 フラット ８５０,０００円 

シンプルスタイル３段 スロープ ８００,０００円 

※墓石代・墓石解体料・合祀墓使用料を含む。 
※上記金額は、物価等により改定することがある。  



【別表４】料金一覧                      令和７年１０月３１日現在 
項目 料金（税別） 備考 

名義変更 無償  

納骨事務手数料 ５,０００円 納骨時 

納骨手伝い料 ２０,０００円 納骨時・骨上げ時・納骨を伴わない分骨時 

許可証再交付手数料 １０,０００円 再交付時 

放棄申請手数料 １０,０００円 放棄時 

証明書交付手数料 ２,０００円 分骨時 

使用期間延長料 芝生樹木葬墓地 １５０,０００円 ３０年間分 

〃    彩墓 ３００,０００円 〃 

※合祀墓に改葬する際、納骨事務手数料および納骨手伝い料は無償とする。 
※上記金額は、物価等により改定することがある。 
 
【別表５】使用料の返還                    令和７年１０月３１日現在 

使用料内訳 要件 返還金 

墓地使用料 

放棄日が使用開始日から１年未満かつ
納骨がなされていない場合 

既納墓地使用料から 44 万円を控除し
た９割の額 

放棄日が使用開始日から１年以上３年
未満かつ納骨がなされていない場合 

既納墓地使用料から 44 万円を控除し
た５割の額 

 


